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寒河江市規則第１０号 

 

寒河江市中心市街地活性化センターの設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

 

寒河江市中心市街地活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平

成１２年市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「３カ月前」を「３月前」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（レンタルオフィスの公募の申請） 

第３条 前条の規定にかかわらず、条例第４条の２第２項の規定により、レンタ

ルオフィスの公募に申請する者は、公募申請書（様式第２号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 条例第４条の２第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりと

する。 

⑴ 事業計画書 



⑵ 会社等概要書 

⑶ 商業登記簿謄本（法人の場合）又は本人確認書類（個人の場合） 

⑷ 開業届の写し（条例第４条の２第３項第１号に該当する場合） 

⑸ 暴力団排除に関する誓約書 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

第１３条を第１６条とする。 

第１２条の表を次のように改める。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第２条 市長 指定管理者 

第５条第１項 市長 指定管理者 

第７条 市長 指定管理者 

第８条 使用料 利用料金 

市長 指定管理者 

第９条 使用料 利用料金 

市長 指定管理者 

第１１条 市長 指定管理者 

第１２条 市長 指定管理者 

様式第１号 寒河江市長 指定管理者 

使用料 利用料金 



様式第３号 寒河江市長 指定管理者 

使用料 利用料金 

様式第６号 寒河江市長 指定管理者 

使用料 利用料金 

様式第７号 寒河江市長 指定管理者 

使用料 利用料金 

様式第８号 使用料 利用料金 

寒河江市長 指定管理者 

様式第９号 使用料 利用料金 

寒河江市長 指定管理者 

様式第１０号 使用料 利用料金 

寒河江市長 指定管理者 

第１２条を第１５条とし、第９条から第１１条までを３条ずつ繰り下げる。 

第８条第２号中「付属設備」を「附属施設」に改め、同条第４号中「前各号」

を「前３号」に改め、同条を第１１条とし、第７条を第１０条とする。 

第６条第１項中「（様式第６号）」を「（様式第９号）」に改め、同条第２項

中「（様式第７号）」を「（様式第１０号）」に改め、同条を第９条とする。 

第５条中「（様式第５号）」を「（様式第８号）」に改め、同条を第８条とす

る。 

第４条第１項中「前条」を「第２条又は第５条」に、「（様式第３号）」を



「（様式第６号）」に改め、同条第２項中「（様式第４号）」を「（様式第７

号）」に改め、同条を第７条とし、第３条の次に次の３条を加える。 

（入居者選定審査委員会） 

第４条 市長は、条例第４条の２第３項の規定によるレンタルオフィスを引き続

き１月以上使用する者（以下「入居者」という。）の選定を行うため、寒河江

百貨店入居者選定審査委員会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、市長が委嘱する委員をもって組織する。 

（使用の許可） 

第５条 市長は、条例第４条第１項の規定により、センターの使用を許可したと

きは、寒河江市中心市街地活性化センター使用許可書（様式第３号。以下「使

用許可書」という。）を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第４条の２第３項の規定により、レ

ンタルオフィスを引き続き１月以上の使用を許可したときは、寒河江百貨店レ

ンタルオフィス使用許可書（様式第４号）を交付するものとする。 

（レンタルオフィスの使用の変更） 

第６条 条例第４条の２第３項の規定による許可を受けた入居者は、その内容を

変更しようとするときは、あらかじめ寒河江百貨店レンタルオフィス使用変更

申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により使用変更申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるときは寒河江百貨店レンタルオフィス使用変更許可書

（様式第４号）を交付するものとする。 

様式第１号から様式第７号までを次のように改める。 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



様式第７号の次に次の３様式を加える。 

 



 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に残存する改正前の様式による用紙は、必要な改定

を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。 


